


⇒以降が、貴社からの回答に対する確認、依頼及び、コメントです。

２①について

市役所とは、現状の報告等でやりとりをしている状況です。

一方的に相談を中断することは、混乱をきたすもととなりますので、相談は

継続いたします。

⇒何らの混乱もきたしません。住民も市も中断を望んでいます。都市クリエ

イト(株)様の決断のみであると考えます。

２②③について

・五領地区の全１５自治会については、行政からも事前説明会の指導もあり、

今後も説明会を継続いたします。

しかしながら、前説明会においても外部からの運動家により怒号が飛び、住

民の皆様のご意見をじっくり聞ける状況ではございませんでした。

よって、弊社といたしましては、説明会の規模を３０名くらいにし、何回も

行う方法を予定しております。

⇒回答する前提として、外部の活動家とは誰を指して言っているのか、明らか

にして下さい。

・周辺住民のみ事前説明を行うように行政から指導をいただいておりますので、

枚方等の住民説明会の予定はございません。

⇒２月２６日上牧公民館での説明会では、枚方等でも要請があれば、説明会を

開くと言っておられました。今回それを後退させる理由を説明してください。

なお、高槻市役所は、枚方等の住民に説明会を開いてはいけないとは述べてい

ないはずです。開くか否かは都市クリエイト(株)様の考え方如何によるところ

です。

２④について

本計画を進めるにあたり、立地条件等を役所に確認した際に、事前相談が可

能との見解であったとの意味で弊社の担当者が「高槻市が認めた」と表現いた

しました。どうぞご理解ください。

⇒誤った説明を一部住民に行った以上、それに対する住民宛の謝罪の言葉と

訂正文を至急作成して提出してください。

なお、同文書にはそれ以外の文章は不用です。



２⑤について

PCB やアスベストは特定有害産業廃棄物に該当します。弊社の焼却炉建設計画

では、このような廃棄物を一切取り扱いません。それにもかかわらず、さもこ

れらを取り扱う前提で周辺住民へビラを配布し、ブログに掲載する行為は、弊

社を不当におとしめる行為であり、虚偽の風説の流布や営業妨害にあたります。

弊社は、顧問弁護士に相談したうえでの対応をいたしました。今後もこのよ

うな行為が継続されるのであれば、個別に対応していく所存です。

⇒指摘する、ビラとブログ、表現を特定して下さい。



                             平成２９年３月２７日

産廃焼却炉対策協議会長

上田博夫様

               回答書

                     都市クリエイト株式会社

                           代表取締役 前田 晋二

１．市役所とのやりとりについて

  弊社は、今般，通知人が高槻市梶原中村町に新設を予定しています焼

却発電プラントの開発行為について、事前の平成２８年９月２８日に高

槻市に事前相談書を提出し，平成２８年１０月１３日付で，当該開発行為

を進めてもよいとの回答を得ています。

  また、今般、改めまして、ご指摘のような、高槻市が相談中断の事実が

あるかどうか、弊社より、高槻市に確認しましたが、そのような事実はない

との回答を頂戴しています。

２．外部の活動家について

  個人名等は個人情報保護の関係で開示等致しかねます。

  しかし、弊社社員２名が、説明会場に置いて、５０歳ぐらいの女性が女性に

対して、「遠路はるばるご苦労様です」、「次回の説明会もお越し下さい。お願い

します。」と話していることを、しかと聞いています。その会話内容からも、

周辺住民ではない、活動家に対していたものと認識しております。

３．枚方等での説明会について

  今般のプラントの建設につきましては、周辺住民のみに事前説明をすること

で足ります。つきましては、枚方等において説明会を行う必要性はありません。

地元周辺住民に対してのみ、誠意を持って説明会をさせていただきます。

  枚方等で説明会を開催するという話は弊社の勘違いに基づくものでしたので、

お詫びして訂正します。



４．「高槻市が認めた」という表現について

上記第１項にて記載させていただきましたとおり、開発行為について、

事前の了承を高槻市より頂戴しましたことを述べたものであります。

５．謝罪および今後の説明の要請について

まずお求めの謝罪についてですが、それにつきましては弊社はお断り

申し上げます。これまでに２回行いました説明会におきましても、弊社

の役員および社員は、説明会出席者より、かなりの怒声、罵声、暴言を

受けております。したがいまして、弊社からのみ謝罪を行う必要性はない

と言わざるを得ません。

  また、これまでの２回の説明会は、４００人から５００人ほどの出席者

を認めてまいりましたが、一方的な出席者のご意見ばかりが大声で飛び交

うような状態であり、弊社の説明事項に冷静に耳を傾けていただけないも

のでした。有益な情報交換を周辺住民と行えなかったものであります。

  弊社の行う説明会は、新設プラントにかかる内容およびそれが安全で

環境に対する影響は皆無であることをご理解いただくために行うもので

あり、その説明を前提として、周辺住民と協議を行うものであります。

決して、参加者からの一方的な糾弾会議ではありません。

したがいまして、今後は、これまでのそのような状況は反省し、出席人数

を絞った形でとりおこないたいと弊社は考えております。

具体的には、１回の説明会における出席者数を３０名としぼらせていただ

きます。これに加えて役員様のご参加をお願いします。その上で、上牧地区

１丁目から５丁目まで、順に、必要な回数、複数回行わせていただきます。

周辺住民のみなさまが安心・安全だとご理解していただくようとりおこなう

予定です。

つきましては、メールにてご要望のありました平成２９年４月２２日および

同年５月１３日の説明会の開催につきましては、３００名以上の出席が見込

まれ、これまで同様、実質的な話し会いができないこととなりますので、

応じかねます。

つきましては、貴会おきまして、上記のような弊社が提案する３０名規模

における説明会の実施希望日時をご提示下さい。

                                以 上
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                             平成２９年３月３０日

産廃焼却炉対策協議会長

上田博夫様

               回答書

                     都市クリエイト株式会社

                           代表取締役 前田 晋二

貴会よりの平成２９年３月２９日付文書につき、次の通り回答します。

１．市役所とのやりとりについて

  添付の通り、平成２８年１０月１３日、高槻市都市創造部審査指導課開発調整

チームより、文書で、開発事業の計画を進めてよい旨回答を頂戴しております。

  上記文書に基づき、弊社は、開発事業計画を進めさせていただきます。

  貴会は「（高槻）市も中断を望んでいます」とご記載していますが、弊社は、

高槻市がそのような意向を有している事実はないと回答させていただいている

次第です。

  そして、相談を中断する必要はないと弊社は考えていますので、これにかかる

貴会のご要請はお断りします。

２．外部の活動家について

（１） 当該女性にかかる個人情報です。貴会がいかに要請されようと、当該女性に

  かかる情報の開示を弊社より貴会に開示することはできません。

（２） 弊社社員２名が会話を耳にし、明らかに、周辺住民ではない外部からの活動家

   であると判断しました。

３．周辺住民の範囲について

周辺住民の範囲ですが、添付の高槻市廃棄物事前審査要綱第５条弟２号に基づくもの

であります。本件では、隣地所有者および五領連合自治会が周辺住民にあたります。

つきまして、それ以外で説明会を行うことは必要ありません。

なお、繰り返しとなりますが、本件プラント建設にあたり、法律では、周辺住民の

同意はそもそも不要であることを念のために申し添えておきます。



４．「高槻市が認めた」という表現について

上記第１項にて記載させていただきましたとおりです。

弊社は添付の高槻市からの文書に基づき、説明したものです。

５．謝罪および今後の説明の要請について

（１） 弊社としましては、意図的に誤った事実をご説明したことはありません。

  つきましては、謝罪に応じる必要はないと考えます。弊社のグループ会社

  アイテック株式会社が横浜で同様の施設の建設を進めておりますが、それに

  おいて、このような謝罪を求められるようなことは、一切ありませんでした。

   また、怒声、罵声、暴言等が誰のどの発言かについての情報の貴会への

  開示は、個人情報となりますので、応じかねます。

   ただし、これまでの２回の説明会において、そのような発言等を一方的に

  受けるなどして弊社の説明すべき事項の説明が中断したりして、効率的かつ

  実質的な周辺住民の方々へのご説明ないし質疑応答・話し合いができなかった

  ことは事実であります。

   なお、今後は、本件について有益な話し合いを続けるためにも、言葉の行き

違いや揚げ足を取って謝罪を求めるようなことを厳に慎み、良識ある対応を

お願いします。

（２） 弊社としましては、上記事実にかかる反省からも、少人数に参加者を絞り、

  その代わり複数回説明会を開催させていただくことにより、一人一人の周辺

  住民の皆様と充実した意見交換を行い、その周辺住民の皆様の不安を少しでも

  取り払うことに努めさせていただく所存です。

   無論、もし先の２回の説明会において参加を希望されていたものの会場の

  都合によりそれが叶わなかった住民がいらっしゃいましたら、その方にはぜひ

  ともご参加いただけるように、回数および実施日時について検討させていただ

  きます。

   貴会がご提案されるような３００名もの方々が参加する形での説明会は、先の

  ２回の説明会と同様、実質的かつ有益な話し会いの場とはならないことは必至で

  すので、応じるつもりはありません。

   なお、この説明会のあり方については、そもそも法定されているものではあり

ません。したがいまして、法律の根拠をお示しする必要はないことを念のために

申し添えておきます。

つきましては、先般のご提案の繰り返しとなりますが、今般の貴会のご提案を

考慮して、５０名の周辺住民の皆様と貴会の役員方の出席による説明会を実施



したく存じますので、その形式による説明会の実施希望日時を貴会よりご提示

下さい。

なお、貴会主催のもと、建設反対パレードを平成２９年４月６日に実施し、

その経路は、弊社の本社および営業本部前を通る予定のようです。その際、

暴言、事実にないことを大きな声や音で発言等をすることは、弊社の営業妨害

行為となり、しいては刑事上の問題にもなりかねません。したがいまして、良識

ある行動をお願い申し上げます。

（添付資料）

・「事前相談書に対する意見について」（１枚）

・高槻市廃棄物事前審査要領（３枚）

                                以 上











平成 29年 4月 4日

書:市 クリエイ ト株式会社

代表取締役社長	 前田	 晋二	 様
産廃焼却炉対策協議会

代表	 上田	 博夫

当社 3月 30日 付	 回答書ありがとうございます。
貴社の回答内容の内、説明会開催に対して、再度、以下の内容による説明会けH催の提案を

させて頂きますのでご回答ください。

(再要請)

「貴社ご回答の中で、この 2回の説明会 (五領公民館での説明会と理解しています)

において、弊社の説ワ|すべき事項の説明が中断したりして、効率的かつ実質的な周辺住

民の方々へのご説明ないし質疑応答・話し合いができなかったことは事実であります。」

と言われておりますが、この説明会は、当協議会が主催 した説明会ではなく、当協議会

のコントロール ドにはありませんでした。

2月 26日 の上牧公民館での説明会では、貴社のご説明時間 40分はお約束通り確保し、

それを遮る発言もありましたが、当方で制して説明会を進行させて頂きました。また、

今回は、貴社の説明時間はできるだけ短くしていただき (20分程度)、 質疑応答をメイン

で行いたいと思っています。また、質問は、住民を代表して何名かに集中的に担当して

もらい (代表質問)、 その後、なお疑間が解消されない住民のために個別の質問時FHUを も

うけようと考えております。

3月 20日 の説明会に参加できなかった方への説明を早期に行 うことは貴社にとりまして

有益なことであると考えますcま た、説明会には貴社ご代表者様におかれましても、ご

出席いただきますよう御願い申し上げます。

説Fll会 日時、場所、対象人数は、以下の通 りです.

1回 日 :4月 22日 (上)14:00～ 		(上 牧)本澄寺	 本堂
2同 目 :5月 1311(土)14:00～ 		(L牧 )本澄寺	 本堂

対象 :300人 程度

対象 i300人 程度

以上




